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所 在 地 〒８９２－８５５０ 
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業 種 サービス業 

業 務 概 要 本会は、公益法人として県内で働く人々の健康で安全に働ける職場の実現を目

指して諸活動を行っています。労働関係の啓発事業、職場健康診断、安全衛生

教育事業等が主な事業です。 

行 動 計 画 期 間 令和８年４月１日 ～ 令和１３年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。 

    男性職員 … 計画期間中に 2 人以上取得すること 

女性職員 … 取得率１００％を維持する 

〈対策〉 

・令和８年 ４月～ 男性も育児休業を取得できること、及び育児介護支援制

度を定期的に周知する  

・令和９年 ６月～ 管理職に両立支援制度研修を実施する 

目標２）所定外労働を削減する 

    フルタイム職員の所定外労働時間を月平均５時間以内にする 

〈対策〉 

・令和８年 ４月～ 各部署ごとに時間外労働の現状を毎月把握する 

・令和８年 ８月～ 各部署ごとに問題点の検討 

・令和８年１０月～ 問題点の改善を行う 

目標３）期間雇用者を含む全職員の年次有給休暇の取得率を平均年間７０％

以上とする 

〈対策〉 

・令和８年 ４月～ 年次有給休暇の取得状況を把握する 

・令和８年 ７月～ 各部署において年次有給休暇の連続取得を推進する 

・令和８年１０月～ 計画的な取得に向けて管理職研修を計画的に行う 

こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■ 年次有給休暇の取得率５０％以上を目指し、社内報等で推進しています。 

■ 職員が有給休暇を有効に取得できるよう「年次有給休暇の時間単位取得を 

取り入れています。※年間５日（４０時間）以内 
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